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１ 地域の概要 

 (1) 対象地域の範囲 

  本構想の対象は、掛川市域全体とする。 

 

 (2) 地域の特色 

 ① 報徳思想と生涯学習都市宣言 

  報徳の精神とは、二宮尊徳の「至誠」「勤労」「分度」「推譲」の四網領の精神と報徳訓と呼ば

れる教えがその中心となっており、掛川市に暮らす住民の中に連綿と受け継がれてきた。この

教えの中には、経済と道徳の一本化、環境の保全の考え方が包含されており、上下三世代を見

渡した持続可能な地域づくり・街づくりに報徳思想を生かすことの重要性が謳われている。 

  その思想を受け継ぎ、かつて報徳社等は、小中学校、公共施設等の建設のために市内の木材

を無償提供した。また近年は、掛川城、掛川駅の木造新築化などに対し市民が建築費用を寄付

するといった取り組みのほか、後述するように古紙販売収益で小中学校に太陽光発電を寄付す

るなどといった取り組みに報徳思想は受け継がれている。 

  また旧掛川市はわが国で初めて昭和 54 年に生涯学習都市を宣言した。その理念の中で生涯学

習は即まちづくりの理念であり、市民と市が連携した協働のまちづくりの重要性を示している。 

バイオマス産業都市構想を実現していくためには協働の街づくりが何よりも重要である。そ

して協働のまちづくりは、報徳思想の四網領「分度（適量・適度のこと）」「推譲（譲る心を持

つこと）」の考え方に繋がるものである。 

 

 ② 地理的特徴 

  掛川市（以下本市）は、東経 138°00’、北緯 34°45’

付近に位置し、日本国土のちょうど中央で、東京

－大阪のほぼ中間の地点にあたる。また、静岡県

においても静岡市と浜松市の中間地点で、西部地

域と中部地域との接点にあたり、周辺圏域のなか

の中核的な都市に位置づけられている。 

  市域は、東西約 15km、南北約 30km で南北に

細長く、中央の小笠山付近でくびれた形となって

おり、面積は 265.63 平方 km で、県下市町では

６番目の広さとなっている。市北部には市域の

43%を占める森林が広がっており、中部には掛川

駅を中心とした商業地や住宅地、南部には製造業

が立地している。 

  また、JR 東海道本線、JR 東海道新幹線、東名

高速道路、国道 1 号が本市の中心部を通る交通の要衝にあり、近郊には富士山静岡空港が立地

している。 

 

 ③ 社会的特徴 

  本市は、平成 17 年 4 月に、旧掛川市、大東町、大須賀町が合併して新掛川市として誕生し、
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平成 27 年 4 月には誕生十周年を迎えた。 

  平成 22 年国勢調査による本市人口は 116,363 人であり、平成 17 年（117,857 人）までは増

加し続けたものの人口減少に転じている。一方で世帯数は増加傾向にあり、合併時（平成 17

年）の 38,691 世帯に対し、平成 22 年では 39,497 人となっている。 

また静岡県調査（第 1 回人口減少問題に関する有識者会議 資料 3-16）によれば、平成 25

年度末時点での本市高齢化率は 23.5%（全県平均 25.9%）であり、県内全市町（市町数 35）の

29 番目となっている。 

 

 ④ 経済的特徴 

  ア 産業構造 

  平成 22 年度国勢調査によると、本市の 15

歳以上人口 98,897 人のうち労働力人口は

64,644 人となっている。また就業者総数

60,958 人のうち、第 1 次産業従事者は 4,654

人（7.6%）、第 2 次産業従事者は 24,856 人

（40.8%）、第 3 次産業従事者は 30,901 人

（50.7%）となっている。※ 分類不能が 547 人い

るため産業別構成比の合計は 100%とならない。 

 

  イ 林 業 

  北部山林、沿岸部の黒松林を合わせた森林面積（113km2）は、本市の面積の約 43%を占めて

いる。森林面積のうち 60%がスギやヒノキの人工林であり、その大部分が林齢 40 年生以上と

なっている。林家数は 54 戸存在するものの林業従事者は 25 人であり、また 30 戸は保有森林

面積が 10ha 以下の小規模林家となっている。 

 

  ウ 農 業 

  2010 年農林業センサスによれば、市内では茶、

米、小麦、大豆の栽培、採卵鶏の飼育が盛んで

あり、県内でも有力な産地となっている。また

荒茶生産量は全国トップクラスを誇っている。 

  また農家数 2,390 戸のうち兼業農家は 1,928

戸（81%）であり、そのうち 1,291 戸が第二種

兼業農家である。加えて、1,303 戸（55%）で後

継者がいないと答えている。 

  上述したように本市の荒茶生産は全国トップ

クラスである上、日本独自の茶栽培方法である

「茶草場農法」が 2013 年 5 月に世界農業遺産に認定された。「茶草場」では、近代化された茶

産地の中で、さらに高品質な茶を生産しようとする農家の方々の努力によって、豊かな生物多

様性が保全されてきた。 

第 1 次産業 

4,654 人（7.6%） 

就業人口の産業別構成 
（平成 22 年度国勢調査） 

第 1 次産業 

24,856 人（40.8%） 

第 3 次産業 

30,901 人（50.7%） 

世界農業遺産 茶草場農法 
※ 掛川市観光協会ホームページ 
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  エ 商 業 

  本市の商業は、JR 掛川駅前周辺商店街、大

東支所周辺商店街、大須賀支所周辺商店街、及

び大規模小売店舗を中心として開発された郊

外型施設などから構成されている。 

  統計方法の変更により経年の増減評価はで

きなくなったが、本市における商品販売額は県

内全市で 11 番目となっている。 

  市内外での郊外型大規模ショッピングセン

ター立地により、市内の小規模店舗には厳しい

状況が続いているが、「けっトラ市」や「ひかりの

オブジェ展」など中心市街地へ人の流れを誘導す

る取り組みが行われている。 

 

  オ 工 業 

  工業団地の整備など企業の誘致を積極的に行ってきたことから、事業所数、従業者数、製造

品出荷額は飛躍的に増加した（ピークだった平成 20 年には平成 5 年比 122%まで増加）。平成

25 年度時点では、化学工業の製造品出荷額が最も多く、電気機械器具製造業、輸送機械器具製

造業、情報通信機械器具製造業、窯業・土石製品製造業の順となっている。また事業所数では

飲料・たばこ・飼料製造業が最も多く、金属製品製造業、食料品製造業、輸送機械器具製造業、

プラスチック製品製造業の順となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  しかし、平成 20 年に発生した金融危機などの影響を受けて、工場の撤退・閉鎖や需要低下に

よる工場等稼働率の低下が発生し、製造品出荷額は大幅に低下した。このため、平成 17 年には

県内第 4 位だった製造品出荷額が、平成 25 年には第 6 位へと下がった。 

 

県内市町別商品販売額順位 

市町名（多い順） 年間販売額（億円） 

①静岡市 25,355 

②浜松市 23,749 

③沼津市 5,781 

④富士市 5,158 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

⑪掛川市 1,707 

※ 平成 24 年度経済センサス 

0
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15,000

20,000

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

製造品出荷額の推移（従業員 4 人以上） 

※ 静岡県工業統計 

平成（年次） 

（億円） 

21,303

17,517 17,211 16,716

12,791

10,464

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

浜松市 静岡市 磐田市 湖西市 富士市 掛川市

（億円） 

県内における製造品出荷額（平成 25 年度） 

※ 静岡県工業統計 
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 カ 世界農業遺産「茶草場農法」 

  前述したように、日本独自の茶栽培方法である「茶草

場農法」が 2013 年 5 月に世界農業遺産に認定された。

茶草場はかつて全国で広く見られるありふれた農法だ

ったが、現在は本市、及び川根本町、島田市、菊川市、

牧之原市の一部の農家で受け継がれている。 

「茶草場農法」とは、茶園の畝間に右図の点線で示す

茶草場のススキやササを刈りとって、これを刈敷きする

伝統的農法のことである。この茶草によって、茶の味や

香りが良くなると言われている。静岡県の茶栽培では、

秋から冬に掛けて、茶園の周辺にある「茶草場」の草を

刈って茶園の畝間に敷く作業が行われている。  

  この農法では刈草を有効利用しているものの、バイオ

マス産業都市構想における再利用の定義は当てはまら

ない。しかし、右図に示すような、他の地域では絶滅を

危惧されている生物が豊かに反映しており、生物多様性

の視点においては「茶草場農法」は大変有効なバイオマ

ス利用方法であるといえる。 

  

茶草場と茶園※ 

※ 
※ 掛川市観光協会ホームページ 
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２ 地域のバイオマス利用の現状と課題 

 (1) バイオマスの活用状況 

  本市のバイオマスの活用状況を下表に示す。 

 

掛川市のバイオマス発生量、利用量、未利用量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用量 

未利用量 

利用率が低いもの 

炭素換算（ﾄﾝ/年） 

含水率

(%) 発生量 利用量 未利用量 発生量 利用量 未利用量 利活用率

家畜排せつ物 83% 0.351 80,793 80,793 0 4,821 4,821 0 100%

下水汚泥 80% 0.384 2,529 2,529 0 194 194 0.0 100%

し尿処理汚泥 80% 0.384 2,212 398 1,814 170 31 139 18%

工場排水汚泥 80% 0.384 54,832 6,695 48,136 4,211 514 3,697 12%

一廃系生ごみ 90% 0.442 1,896 1,896 0 84 84 0 100%

産廃系生ごみ 90% 0.442 2,122 1,874 249 94 83 11 88%

家庭系廃食用油 0.714 93 93 0 66 66 0 100%

事業系廃食用油 0.714 141 20 121 101 14 87 14%

一廃系古紙 15% 0.330 8,879 8,879 0 2,490 2,490 0 100%

産廃系古紙 15% 0.330 2,520 233 2,287 707 65 642 9%

建設廃木材 0.518 9,606 8,823 783 4,976 4,570 406 92%

木くず 0.518 2,317 2,270 47 1,200 1,176 24 98%

緑化木剪定枝 20% 0.518 2,931 2,931 0 1,214 1,214 0 100%

小計 170,870 117,433 53,437 20,329 15,322 5,006 75%

間伐材・林地残材 0.518 40,808 15,781 25,028 21,139 8,174 12,964 39%

果樹茶樹剪定枝 40% 0.518 3,214 771 2,443 999 240 759 24%

小計 44,022 16,552 27,470 22,138 8,414 13,723 38%

合計 214,892 133,985 80,907 42,466 23,737 18,730 56%

※　炭素換算ベース=湿潤重量×（１－含水率）×炭素割合。

炭素換算（t/年）※

廃
棄
物
系

未
利
用
系

炭素
割合

湿潤重量ベース（t/年）
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  本市で発生するバイオマスのうち、最も多いものは間伐材・林地残材であり、年間 21,139 炭

素換算トン（以下 t-C と表示）発生している。このうち 8,174t-C が有効利用されており、利用

率は 39%となっている。 

  2 番目に発生量が多いバイオマスは建築廃木材であり、年間 4,976t-C が発生していて、その

うち 92%（4,570t-C）が有効利用されている。 

  3 番目に発生量が多いバイオマスは家畜ふん尿であり、年間 4,821t-C 発生している。また「家

畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律｣が施行されて以降、家畜ふん尿は主に

堆肥の製造に用いられ全てが活用されているため、利用率は 100%となっている。 

  また本市の特徴として、下水汚泥、一廃系生ごみ、家庭系廃食用油、一廃系古紙、緑化木剪

定枝は、堆肥等農業資材、軽油代替燃料、製紙原料などとして利用されている以外は環境資源

ギャラリー（清掃工場）で焼却しているが、その排熱は廃棄物発電や熱利用に利用されている

ため、100%サーマルリサイクルされている。 

  このため、廃棄物系バイオマスの利用率は 75%と比較的高い水準になっているが、未利用系

バイオマスの利用率は 38%と低い水準になっている。 

 

(2) 掛川市のバイオマスの活用の取り組み 

  本市は、北部に中山間林業地帯、中部に商業及び住宅地帯、南部に工業及び農業地帯が広が

る多様な地域環境を有している。このため、バイオマスの発生や需要にも地域ごとに多様性が

あり、画一的な利用方針や事業計画は地域親和性が低くなる。このことから、2006 年 3 月に策

定した第一次環境基本計画では、バイオマスエネルギーの利用方針として、「大規模な集中処理

ばかりではなく、地域分散型のエネルギーとして行政、市民、事業者が協力しあい、バイオマ

ス活用の検討を積極的に推進する。」ことを謳った。 

  このような方針に加え、本市はまちづくりの源流に流れる報徳精神と生涯学習都市宣言のも

とで以下に示すような取り組みを進めている。 

 

 ① 森林保全・資源活用活動 

  里山再生のモデルと位置づけられた北部森林を、

人も動物の植物も多様な動植物が棲める明るい森

林に再生する事業が、市内で 2007 年 9 月（法人化

は 2010 年 4 月）に設立された団体により続けられ

てきている。 

  静岡県の補助事業の利用や市からの委託により、

荒廃の進む森林を間伐し、搬出した木材の多くを

木材市場に出荷している。林業の現状を鑑みれば

切り捨てられる未利用間伐材を、本来の用途とし

て利用する取り組みを続けている。 

  また、定期的に子どもたちや市街地住民を森林

に招き、間伐の重要さを施業体験を通して学ぶこ

とで、森林保全・資源活用活動の啓発や事業への

協力を働きかけ続けている。 

搬出した木材※ 

子供たちの間伐体験※ 

※ NPO 法人時ノ寿の森クラブホームページ 

http://rdsig.yahoo.co.jp/blog/gallery/image/main/RV=1/RU=aHR0cDovL2Jsb2dzLnlhaG9vLmNvLmpwL3Rva2lub3N1bm9tb3JpL0dBTExFUlkvc2hvd19pbWFnZV92Mi5odG1sP2lkPWh0dHAlM0ElMkYlMkZibG9ncy5jLnlpbWcuanAlMkZyZXMlMkZibG9nLWFiLTgyJTJGdG9raW5vc3Vub21vcmklMkZmb2xkZXIlMkYxNTYzMzg2JTJGOTglMkY2NTAwMTc5OCUyRmltZ18wJTNGMTQxNzk1NzkzMSZpPTE-
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 ② 市民による古紙等回収活動 

  2003 年に市内で発足した NPO が中心となっ

て古紙等を対象とした資源回収活動を行い、そ

の販売収入で太陽光発電を購入し中学校へ寄付

する活動を行った。 

  この活動は別の NPO やその他団体に引き継

がれ、他の中学校への太陽光発電の設置のほか、

市内の公園への間伐材を使ったベンチの設置な

どが行われている。 

  回収活動の対象である古紙等は、小中学校の

PTA の家庭等から提供されるほか、市内の廃棄

物収集業者、店舗、工場等も収集・提供に協力

している。 

  また、市も庁舎敷地に古紙回収ボックスを設

置し、職員や市民の協力を得て古紙を回収し、

その販売収入で LED 街路灯を庁舎敷地内に設

置する活動を行っている。 

 

 

 

 

 ③ 剪定枝、廃食用油の利活用 

  家庭から発生する剪定枝や刈草、自治

会や PTA が公共施設において奉仕活動

で発生する剪定枝や刈草の有効利用を

市内事業者に有償で委託している。委託

事業者は剪定枝等を原料に堆肥を製造

し販売している。 

  廃食用油は、月に一度、びん・缶・ペ

ットボトルと一緒に回収し、事業者に販

売して軽油代替燃料（BDF）を生産している。BDF を購入し、ごみ収集車両の燃料として利用

している。 

 

 (3) バイオマス利活用における課題 

  本市のバイオマス利活用においては、2(1)の表「掛川市のバイオマス発生量、利用量、未利

用量」に示したように、間伐材・林地残材やし尿処理汚泥などのように利用の進んでいないバ

イオマスの有効利用に関する課題に加え、利用率が高いバイオマスにおいても以降に示すよう

な課題がある。 

 

 

市内 NPO による古紙回収活動 

古紙販売収益の還元事業など 

※ NPO 法人 WAKUWAKU 西郷ホームページ他 

剪定枝、廃食用油の回収量年度別実績 

年度 剪定枝（t） 廃食用油（ﾘｯﾄﾙ） 

平成 20 1,399 36,100 

平成 21 1,201 38,015 

平成 22 675 38,815 

平成 23 647 35,780 

平成 24 586 36,805 

平成 25 524 35,775 
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 ① 間伐材・林地残材の利活用 

  本市では平成 25 年度に 600ha の間伐を行っ

ており、立木伐採材積は 50,000m3弱となってい

るが、そのうち有効利用されているものは 39%

である。特に県補助事業（森の力再生事業）を

利用して行う間伐では 59%ほどは林内に切り捨

てている。 

  このように以前は、伐採後に造材し建築材と

して販売して収益が確保できる部分のみ搬出し

ていたが、現在は小径木や根部など市場価値の

低い部位の搬出施業も実施し、製紙原料や燃料

としての利用を図っている。 

  県内では、右図（上側）に示したように、間

伐材や公共工事で発生する支障木を有効利用す

る取り組みが拡大傾向にある。また、国内では、

右図（下側）に示したように、林地残材を地域

住民の力で搬出し燃料用などとして買い取る

「木の駅」構想が普及しており、県内では平成

27 年 11 月から川根本町で実現している。 

  本市の現状として、小規模かつ市外に居住す

る森林所有者が多く、林道等も整備途上にある

ため、集約的で高効率な森林生産が行いにくく、

結果として森林保全も十分に行き届かないという課題がある。 

従って当面は、生産・保全活動ができる森林を対象に、間伐補助制度により搬出される間伐

材（建築用材部位）の副産物として、本来捨切りされる部分を同時搬出する取り組みを進める。 

ただし現在の本市には、これら木質バイオマスを利用できる産業が存在しないため、市内で

木質バイオマスを有効利用できる産業の創出が、地産地消の観点から必須となる。 

一方で、報徳思想の下で自分のことだけでなく隣人や将来の世代のことを考え、人の手が入

りにくい森林保全のために協働していく具体的な計画が必要である。 

  なお、付け加えると、搬出されない部位はあくまでも副産物であり、利用によって一定の収

入が得られたとしても、林業全体の収益体制を改善するほどの効果は期待できないとの意見も

一方で存在する。従って、建築用材としての単価と需要が増加することが、小径部位の供給や

荒廃森林、若齢林からの低質材搬出の安定に繋がるため、一部の産業だけでなく、12 万市民全

員が木材資源の供給と需要に関わっていく必要がある。 

 

 ②し尿処理汚泥の利活用 

  市が運営する下水処理施設において年間 2,529 トン（含水率 80%換算）の汚泥が発生してい

るが、これの大部分は処理費用を支払って外部に委託し、委託を受けた業者は農業資材やセメ

ント骨材代替品として利用している。従って処理費用は発生しているものの有効利用されてお

り、当面はこの方法を継続する。 

搬出された間伐材（C 材） 

木の駅プロジェクトによる林地残材搬出例 

※ 小山町ペレット工場 

※ 栃木県那賀川町ホームページ 
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掛川浄化センター 

大東浄化センター 

大須賀浄化センター 

旭ヶ丘団地汚水処理施設 

葛ヶ丘団地汚水処理施設 

1,686t/年 

534t/年 

166t/年 

60t/年 

83t/年 

利用先 利用方法 
利用量 

（t/年） 

環境資源ギャラリー エネルギー 342 

外部委託 農業資材 1,648 

外部委託 セメント 540 

 

【下水汚泥の処理フロー】 

【し尿処理汚泥の処理フロー】 

資源循環パビリオン 

日坂水質保全センター 

上内田水質保全センター 

2,212t/年 

利用先 処理方法 
利用量 

（t/年） 

資源循環パビリオン 焼却 1,814 

外部委託 
外部委託 

（利用） 
398 

 

  一方でし尿処理汚泥は、市が運営する施設内の焼却設備において焼却しており、エネルギー

利用設備（発電、熱供給）ではないため適切な有効利用が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 一廃系生ごみ、家畜排せつ物及び剪定 

枝の利活用 

  本市で発生する一廃系生ごみ、家畜排せ

つ物、剪定枝（緑化木）はいずれも利用率

100%となっている。 

一廃系生ごみと剪定枝の一部は発生源

での利用や分別回収を行っているが、ほと

んどは環境資源ギャラリーで焼却してい

る。環境資源ギャラリーは発電及び熱供給

を行っているため利用率は 100%となる。 

  また、家畜排せつ物は、「家畜排せつ物

の管理の適正化及び利用の促進に関する
市内畜産農家の家畜排せつ物堆肥化施設 

※（公社）静岡県畜産協会ホームページ 
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法律」の施行以降、畜産業者による排せつ物を原料とした堆肥等の製造が行われており（右図

参照）、本市においても全ての畜産業者で取り組みが行われている。 

 

  しかし、一廃系生ごみは熱量が低くその

ままでは燃えないが、一部の家庭等で行わ

れている堆肥化のように有効利用してい

くことは可能であるため、環境資源ギャラ

リーの負担軽減の面からも、剪定枝と合わ

せ焼却量の削減と有効利用方法の検討は

必要である。 

更に、家畜排せつ物の堆肥化設備を導入

した比較的大規模な畜産業者では、多くの

業者において設備導入後 15 年ほどが経過

しており、設備更新が必要な時期に来てい

る。また小規模な畜産業者は、省人化でき

る設備の導入は行われていない。これらのことから、両方の業者の課題を解決できる新たな対

策が求められている。 

 

 ④ 使用済み紙おむつの利活用 

  使用済み紙おむつは、約 7 割が水分であり、2 割ほどが廃プラスチック、1 割が不織布（パル

プ）となっているため、バイオマスの活用状況一覧表には示さなかったものの、市の清掃工場

に持ち込まれるなどしてほとんどが焼却されている。 

  含水率が多いため、焼却には多量の化石燃料を必要とし、また本市においても高齢化が進ん

でいる現状から、今後の清掃事業において大きな課題となりうる。 

  現在は、一部の自治体において、滅菌し脱水したうえで RPF（Refuse Paper ＆ Plastic Fuel

の略で、廃棄物固形燃料のこと）を製造するなどの取り組みが行われているが、こういった事

例を含め本市の取り組みにあった対策が必要となる。 

 

 

 

 

  

藤枝市における生ごみ分別回収と堆肥化設備 
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３．目指すべき将来像と目標 

 (1) バイオマス産業都市を目指す理由と取り組み方針 

本市は積極的な企業誘致を行ってきた結果、エネルギー消費量やこれに伴う温室効果ガス等

の排出量は増加を続けてきた。2008 年末に発生した世界的な金融危機により減少に転じ、経済

は完全に回復してはいないものの増加傾向は続いている。このことを懸念し、県内市町では初

めて地球温暖化対策に関する地域計画を策定して、新エネルギー等によるエネルギーの代替、

エネルギー消費量の削減、ごみ等の削減などを行ってきた。また、市内の茶農家は、本市独自

の視点によるバイオマス資源有効利用の取り組みとして、「茶草場農法」を連綿と続けてきた。 

一方で、未利用間伐材を含むバイオマス資源の有効利用は十分とは言えず、人口減少や高齢

化など若年層流出の影響も顕在化してきている。 

こういった現状を踏まえ、報徳思想と生涯学習都市宣言の下で以下に示す方針でバイオマス

産業都市を目指すものである。 

 

・地域のバイオマス資源を活用した新たな産業を創出し、地域の活性化と雇用の創出に結び

付ける。 

・市民一人ひとりが、自らの生活に必要なものの量を知り、無駄なく大切に使うとともに、

自ら生産することの重要性を理解し、地産地消、環境保全活動の充実に結び付ける。 

・他のひとのために、将来の世代のために、森林保全活動や化石資源から地域資源への転換

に取り組む。 

 

 (2) バイオマス産業都市の目指す将来像 

本市のバイオマス産業都市構想が目指す将来像を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

この将来像の実現をめざし、間伐材や林地残材の燃料利用と、家畜排せつ物（及びし尿処理

汚泥、食品残さ、剪定枝等）の堆肥化、使用済み紙おむつのリサイクルを、将来像実現手段の

3 本柱として推進する。 

間伐材・林地残材は、林内に切り捨てられている材の安定搬出と、本市内でも需要が期待で

きる（具体的な利用計画のある）エネルギー利用に取り組む。また、家畜排せつ物から作る堆

肥は市内及び近隣で安定した需要があることから、需要の拡大のための高機能化に取り組み、

その成果として将来的には食品残さ（一廃系生ごみ）とし尿処理汚泥、剪定枝等による堆肥製

造に結び付けていく。 

また、古紙に含まれるものの、焼却の際に助燃が必要な使用済み紙おむつについても、環境

資源ギャラリーの負担軽減と古紙としてのマテリアルリサイクル率向上の視点から、福祉施設

を中心に再利用に取り組む。 

基本目標「市民が身近に木遣いするまち かけがわ」 

◆ 地域資源を活用して地域で循環する産業を生み出すまち 

◆ 木の駅に 12 万市民が集い、協働して森林に関わるまち 

◆ 美しく風格のある山林をもつまち 
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 (3) 平成 37 年度までの目標 

本構想の目標年度は、第二次掛川市総合計画の最終年度にあわせ平成 37 年度とする。 

 

① バイオマス利用目標 

   

 現状（平成 25 年度） 目標（平成 37 年度） 

利用量（t/年） 利用率（％） 利用量（t/年） 利用率（％） 

間伐材・林地残材 8,174 39 13,613 64 

し尿処理汚泥 21 18 100 59 

※ 利用量は炭素換算 

※ 間伐材・林地残材の目標は、造材工程で作業道や作業土場に切り捨てられる低質材を全て利

用するとして設定。 

※ し尿処理汚泥の目標は、未利用分（139t-炭素換算/年）の半分を新たに利用するとして設定。 

※ 家畜排せつ物、一廃系生ごみ、緑化木剪定枝は平成 25 年度時点で利用率 100%のため、目標

は設定しない。 

 

② 再生可能エネルギーによる発電量 

後述するバイオマスガス化発電プロジェクトによる発電量 241 万 kWh を目標とする。これ

は掛川市環境基本計画における再生可能エネルギー由来電力の目標の 1.6%に相当する。 

 

③ 温室効果ガス排出量削減目標 

 

 排出量削減 

（t-CO2/年） 

後述する事業による削減効果 4,826 

し尿処理汚泥の焼却量削減による効果 585 

合 計 5,411 
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４．事業化プロジェクト 

 (1) 木質燃料生産プロジェクト 

 ① 事業の概要 

 プロジェクト 2～6 で消費する燃料チップは、本市内の森林に賦存する未利用間伐材を原料とし

て生産する。本市内森林から掛川市森林組合等により搬出する未利用間伐材を主原料とし、更に

市民や林業専従者以外に参加による木材搬出事業「木の駅事業」と、近接する自治体との「広域

連携事業」についても対象とする。 
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 ② 計画区域 

  施設整備予定地：掛川市寺島 

  原料調達予定地：掛川市内森林及び近接する市町の森林 

 

 ③ 原料調達計画 

本市で発生している未利用間伐材は 24,000t ほどあるが、2(3)項に示したように捨て切りさ

れている間伐材のみを搬出する事業では利益を確保することは難しい。以下に示すように、伐

採した木を林内から作業道等に搬出する過程で低質な木（小径、曲がり、割れなど）は林内に

放置され、また搬出した木のうち低質部位（樹冠、根っこ、枝など）は作業道や作業土場に放

置される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木の駅事業スキーム概略 
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  未利用間伐材、林地残材はこのような部分であり、収益が確保できないため搬出されないが、

最近は、図のうち造材による残材は搬出し燃料や製紙原料に利用する取り組み（全幹搬出施業）

が、市内でも始まっている。 

  こういった取り組みを背景とすると、建築材等としての年間生産量（＝利用量）15,781t に

対し、上図から最大で 10,500t/年が新たに生産可能と考えられる。したがって、林内から搬出

した原木のうち、造材によって捨て切りされている分を本事業の対象資源とし、全幹搬出施業

の市内全域への拡大によって確保する。 

  また、燃料（チップ）生産については、「①事業概要」に示したように燃料生産設備を整備す

るが、現在市内には利用可能なチップ製造設備がなく、未利用間伐材を搬出しても短期的には

加工の受け皿がない懸念もあるため、以下のような対策も想定する。 

 

  短期的：産業廃棄物事業者に対し、原木丸太を持ち込んで、事業者所有の破砕機や切削機で

加工し、生産した燃料を全量引き取る「加工委託」によって対応。 

  長期的：後述する広域プロジェクトと連携し、市内に加工設備を導入して一括生産。 

 

 ④ 施設整備計画 

 《燃料製造設備の規模》 

  燃料生産量：4,700t/年 

 

 《施設整備計画》 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

事業計画策定      

事業性調査      

基本設計      

原料調達体制検討、協定      

施設建設、燃料供給開始      

 

 ⑤ 製品利用計画 

  未利用間伐材を 4,000 円/m3 で購入するとした場合、林業側に対し約 2,840 万円の追加収入

が入ることになる。（※ ただし追加収入は後述するプロジェクトの合計と重複する。） 

  また生産したチップは、後述するプロジェクトの燃料として使用するが、将来的には紙おむ

つ用パルプ原料としての出荷も想定する。 

 

 ⑥ 事業収支計画 

 《建設費計画》 

項 目 金額（千円） 根 拠 

用地取得費 － 森林組合所有用地を使用 

調査・設計費 4,000 最大能力 10t/時のエンジン破砕機を想定 

5時間×250日稼働で最大1.3万 t/年生産 建設工事費 201,888 

合計 205,888  
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 《収支計画》 

項 目 金額（千円） 根 拠 

収入 燃料販売 54,950 各プロジェクトでの購入費合計 

計 54,950  

支出 原料購入費 28,400 各プロジェクトでの購入費合計 

燃料費 5,547 破砕機燃料費 

維持管理費 2,461  

その他費用 2,017 ホイルローダ等燃料費、上水費、電気代 

人件費 6,000 300 万円/人×2 人 

減価償却費 11,581 初期投資に 50%の補助を適用し、残存価

額 10%8 年定額償却 

租税公課 3,500  

計 59,507  

経常利益 ▲455  

法人税 0 35.64% 

内部利益率（税前） 6.15%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 事業実施体制 

  市内事業者が燃料製造設備を導入し、燃料（チップ）の製造・販売を行う。 

  市内森林からの未利用間伐材搬出の主たる部分は、掛川市森林組合及び市内林業事業体が担

う。また、森林組合・特定非営利活動法人時ノ寿の森クラブ、市及び関係者が連携した木の駅

構想により、事業者が作業しにくい森林からの未利用間伐材の搬出を行う。 

  近接市町の森林組合との連携については掛川市森林組合が調整役を担い、安定かつ効率的な

未利用間伐材の確保を行う。 

 

  

未利用間伐材 

燃料チップ 

木質燃料生産設備概略フロー図 




